
【適時開⽰体制の概要（模式図）】

決定事実に関する情報 発⽣事実に関する情報 決算に関する情報
当 社

各部⾨

管理統括部
開⽰要否の確認・開⽰資料の作成

適時開⽰責任者（管理統括部⻑）
開⽰要否及び開⽰資料の最終確認

適時開⽰責任者（管理統括部⻑）

管理統括部

代表取締役

取締役会

監査等委員会

報告

報告

上申

上申（緊急を要する場合）

承認（開⽰決定）

意⾒陳述等

情報開⽰（証券取引所、ホームページ等）

開⽰指⽰

開⽰⼿続き


